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片付けごみの分別例

テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、エアコン、洗濯機・衣類乾燥機

照明器具、掃除機、その他の家電製品家電製品

４家電



熊本地震では7割以上の方が6時間以内に行きたくなったと回答しています。

※新聞紙を細かくちぎったものやペットシート、オムツでも代用できます。

※

備蓄の目安



X



被災家屋等の解体撤去
災害により甚大な被害が認められる場合、生活環境上の支障の除去、被
災者の生活再建支援及び迅速な復旧を図るため、市が支援を行います。
り災証明が全壊となった家屋等（被害状況により半壊も対象となる場合
あり）の所有者の申請により、市が定めた基準の範囲内で解体撤去費用
を公費負担します。一部解体、リフォームにより発生した廃棄物の撤去
は対象となりません。対応を希望される場合はお問い合わせください。
施設整備課　電話　044-200-2575

事業所内で発生した災害廃棄物は原則、事業者自らの責任において適正
に処理すること（自ら廃棄物処理業者に委託する等）になります。
水害や大規模災害の場合などには、市が収集を行う場合がありますので
（市で処理出来ないものは除く）、ホームページ等で最新情報をご確認
ください。
減量推進課　電話　044-200-2568





https://csw-kawasaki.or.jp/

令和7年12月　川崎市環境局減量推進課

災害時のごみについて確認を

災害の影響で資源物・ごみの収集が行われなくなった場合、普通ごみは原則

発災後３日目以降から収集を再開しますが、資源物はお待ちいただく場合が

あります。再開するまで自宅で保管をお願いします。


